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件     名 
大阪府域道路啓開協議会を設置 

～大規模災害時の救助・救援活動に必要な道路の通行を確保～ 

 

概     要 

○南海トラフ地震に伴う津波浸水や風水害等による大規模な道路災害に

対して、行政機関及び関係業団体等の連携・協力による道路啓開を迅

速かつ着実に推進することを目的に、道路法第 28 条の 2に基づく「大

阪府域道路啓開協議会」を設置します。 

 

１ 開催日時：平成 29 年 11 月 28 日(火) 14 時から 

 

２ 開催場所：大阪合同庁舎第１号館 第一別館 ２階 大会議室 

 

３ 構 成 員：近畿地方整備局 道路部長 

大阪府 都市整備部長 

大阪市 建設局長 

堺市 建設局長 

高速道路会社、警察、自衛隊、建設業団体、 

関西電力、ＮＴＴ 等 

 

取  扱  い － 

 

配 布 場 所 
近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、 

大阪府政記者会、堺市政記者クラブ 

 

問 合 せ 先 

国土交通省 近畿地方整備局 

道路部 道路管理課 課  長  竹内
たけうち

 智
のり

明
あき

 

課長補佐  井田
い だ

 卓
たかし

 

電話 06-6941-2500   FAX 06-6949-0867 

 



 

大阪府域道路啓開協議会の開催 

近畿地方整備局 

 

標記について、下記のとおり開催いたします。 

 

記 

 

１．目 的   南海トラフ地震に伴う津波浸水や風水害等による大規模

な道路災害に対して、行政機関及び関係業団体等の連

携・協力による道路啓開を迅速かつ着実に推進すること

を目的に、道路法第 28 条の 2 に基づく「大阪府域道路

啓開協議会」を開催します。 

 

２．日    時   平成２９年１１月２８日（火）１４時から 

 

３．場    所   大阪合同庁舎第１号館 第一別館 ２階 大会議室 

 

４．構 成 員   別添資料参照 

 

５．議 事 内 容  (1)大阪府域道路啓開協議会の設立について 

           ・設立趣意書、規約 

 

(2)大阪府域道路啓開協議会 

           ・道路啓開の目標、啓開ルートの選定及び主要拠点の選定 

           ・今後の検討事項及びスケジュールについて 

 

６．そ の 他   取材可 

            ※但し、写真撮影は協議会開会時（頭撮り）までとさせ

ていただきます。取材される場合は、１１月２２日（水）

１５時までに、下記の問い合わせ先にご連絡下さい。 

 

７．問い合わせ先 

  大阪府域道路啓開協議会 事務局（代表） 

         近畿地方整備局 道路部  

道路管理課 課 長  竹内 智明 

                 課長補佐  井田 卓 

                 電 話   ０６－６９４１－２５００ 

                                 F A X   ０６－６９４９－０８６７ 

たけうち のりあき 

いだ たかし 



 

「大阪府域道路啓開協議会」設立趣意書(案) 
 
 

平成 23 年 3 月、太平洋三陸沖を震源とする東日本大震災が

発生し、震度７にも及ぶ地震動に加え想定を超えた津波により、

東日本一帯が甚大な被害となった。また、平成 28 年 4 月には、

熊本、大分を震源とする内陸型地震が発生し、震度 7 を 2 回観

測されるなど甚大な被害となった。 

これらの被害と教訓を踏まえ、大阪府内においては、国、府

及び各市町村をはじめとする行政機関及び関係業団体等が連

携・協力して大地震を想定した対策を推進しているところであ

る。 

 

このような大規模災害時の状況下においては、救助・救援活

動に必要かつ不可欠な道路の通行の確保と迅速な情報共有が

重要である。東日本大震災では、道路管理者、自衛隊、警察、

県市町村の関係機関、建設会社等それぞれの連携により、早期

に道路啓開を完了し、救助・救援活動に大きく貢献した。 

 

こうした状況から、大規模な道路災害に対して、関係行政機

関及び関係業団体等の連携・協力により、道路啓開を強力かつ

着実に推進することを目的に、道路法第２８条の２に基づき

「大阪府域道路啓開協議会」を設置するものである。 



（順不同）

機関名 役職 備考

近畿地方整備局　道路部 道路部長

近畿地方整備局　港湾空港部 港湾空港部長

大阪府 都市整備部長

大阪市 建設局長

堺市 建設局長

西日本高速道路(株)　関西支社 保全サービス事業部長

阪神高速道路(株) 保全交通部長

陸上自衛隊　第三師団司令部 第３部長

大阪府警察本部　交通部 交通規制課長

(一社）日本建設業連合会　関西支部 土木工事技術委員会委員長

(一社）大阪建設業協会 総合企画委員会委員長

(一社）日本道路建設業協会　関西支部 災害対策委員会委員長

関西電力（株） チーフマネジャー

西日本電信電話（株）　大阪支店 設備部長

大阪府域道路啓開協議会　名簿　（案）
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